
 児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 18 年９月 29 日 

                                            岩手県知事 増 田 寛 也  

岩手県規則第 133 号 

   児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 児童福祉法施行細則（昭和 31 年岩手県規則第 84 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（療育の給付の申請等） 

第３条 省令第10条第１項の規定による申請は、療育給付申請書

（様式第３号）により行わなければならない。 

２ 前項の申請書には、療育給付意見書（様式第４号）及び別に

定める様式による世帯調書を添付しなければならない。 

（療育の給付の申請等） 

第３条 省令第10条第１項の規定による申請は、別に定める様式

による療育給付申請書により行わなければならない。 

２ 前項の申請書には、別に定める様式による療育給付意見書及

び世帯調書を添付しなければならない。 

（監護児童等に対する医療の給付の申請） 

第４条 ［略］ 

２ 前項の申請は、小児慢性特定疾患医療給付申請書（様式第５

号）により行わなければならない。 

３ ［略］ 

（監護児童等に対する医療の給付の申請） 

第４条 ［略］ 

２ 前項の申請は、別に定める様式による小児慢性特定疾患医療

給付申請書により行わなければならない。 

３ ［略］ 

（受診券の交付等） 

第４条の２ 保健所長は、前条第１項の申請があった場合は、そ

の内容を審査し、小児慢性特定疾患医療受診券（以下「受診券」

という。）（様式第６号）の交付が適当と認めたときは、申請

者に受診券を交付するものとする。 

２・３ ［略］ 

（受診券の交付等） 

第４条の２ 保健所長は、前条第１項の申請があった場合は、そ

の内容を審査し、別に定める様式による小児慢性特定疾患医療

受診券（以下「受診券」という。）の交付が適当と認めたとき

は、申請者に受診券を交付するものとする。 

２・３ ［略］ 

（助産施設等への入所の申込） 

第７条 省令第22条第３項の規定による申込は、助産施設（母子

生活支援施設）入所申込書（様式第10号）により行わなければ

ならない。 

（助産施設等への入所の申込） 

第７条 省令第22条第３項の規定による申込は、別に定める様式

による助産施設（母子生活支援施設）入所申込書により行わな

ければならない。 

（措置解除等の届出） 

第８条 省令第27条の規定による届出は、措置解除等届（様式第

11号）により行わなければならない。 

（措置解除等の届出） 

第８条 省令第27条の規定による届出は、別に定める様式による

措置解除等届により行わなければならない。 

（里親認定等の申請） 

第９条 里親省令第６条第１項（里親省令第15条、第17条及び第

20条において準用する場合を含む。）に規定する申請書は、里

親認定申請書（様式第12号）によらなければならない。 

２ 里親省令第６条第２項（里親省令第15条、第17条及び第20

条において準用する場合を含む。）に規定する申請書は、職業

指導里親認定申請書（様式第13号）によらなければならない。

 

３・４ ［略］ 

（里親認定等の申請） 

第９条 里親省令第６条第１項（里親省令第15条、第17条及び第

20条において準用する場合を含む。）に規定する申請書は、別

に定める様式による里親認定申請書によらなければならない。

２ 里親省令第６条第２項（里親省令第15条、第17条及び第20

条において準用する場合を含む。）に規定する申請書は、別に

定める様式による職業指導里親認定申請書によらなければな

らない。 

３・４ ［略］ 

（里親認定等の取消しの申請） 

第10条 里親省令第８条第１項第５号又は第２項第６号（里親省

（里親認定等の取消しの申請） 

第10条 里親省令第８条第１項第５号又は第２項第６号（里親省



令第15条、第17条及び第20条において準用する場合を含む。）

に規定する里親認定の取消し又は職業指導里親認定の取消し

の申請は、里親認定（職業指導里親認定）取消申請書（様式第

14号）により行わなければならない。 

令第15条、第17条及び第20条において準用する場合を含む。）

に規定する里親認定の取消し又は職業指導里親認定の取消し

の申請は、別に定める様式による里親認定（職業指導里親認定）

取消申請書により行わなければならない。 

（里親登録の申請） 

第11条 里親省令第９条（里親省令第10条第２項、第17条及び第

20条において準用する場合を含む。）に規定する登録の申請は、

里親登録申請書（様式第15号）により行わなければならない。

（里親登録の申請） 

第11条 里親省令第９条（里親省令第10条第２項、第17条及び第

20条において準用する場合を含む。）に規定する登録の申請は、

別に定める様式による里親登録申請書により行わなければな

らない。 

（里親等の登録の取消しの申請） 

第12条 里親省令第11条第１項第３号又は第２項第２号（里親省

令第17条及び第20条において準用する場合を含む。）に規定す

る登録の取消しの申請は、里親（職業指導里親）登録取消申請

書（様式第16号）により行わなければならない。 

（里親等の登録の取消しの申請） 

第12条 里親省令第11条第１項第３号又は第２項第２号（里親省

令第17条及び第20条において準用する場合を含む。）に規定す

る登録の取消しの申請は、別に定める様式による里親（職業指

導里親）登録取消申請書により行わなければならない。 

（変更等の届出） 

第13条 里親省令第13条第１項（里親省令第15条、第17条及び

第20条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、

里親登録事項変更届（様式第17号）又は委託児童事故届（様式

第18号）により行わなければならない。 

２ 里親省令第13条第２項又は第３項（里親省令第15条、第17

条及び第20条において準用する場合を含む。）の規定による届

出は、委託児童養育（職業指導）困難届（様式第19号）により

行わなければならない。 

（変更等の届出） 

第13条 里親省令第13条第１項（里親省令第15条、第17条及び

第20条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、

別に定める様式による里親登録事項変更届又は委託児童事故

届により行わなければならない。 

２ 里親省令第13条第２項又は第３項（里親省令第15条、第17

条及び第20条において準用する場合を含む。）の規定による届

出は、別に定める様式による委託児童養育（職業指導）困難届

により行わなければならない。 

 

第14条 削除 

（障害児施設給付費の給付の申請等） 

第14条 省令第25条の７第１項及び第25条の19第１項に規定す

る申請書は、別に定める様式による障害児施設給付費（特定入

所障害児食費等給付費）支給申請書兼利用者負担額減額・免除

等申請書によらなければならない。 

２ 省令第25条の７第２項第１号及び第２号に規定する書類は、

別に定める様式による世帯状況・収入・資産等申告書によらな

ければならない。 

 （申請内容の変更の届出） 

第14条の２ 省令第25条の７第７項に規定する届出書は、別に定

める様式による障害児施設給付費（特定入所障害児食費等給付

費）利用者負担額減額・免除等変更届出書又は申請内容変更届

出書によらなければならない。 

 （受給者証の再交付の申請） 

第14条の３ 省令第25条の７第10項に規定する申請書は、別に定

める様式による受給者証再交付申請書によらなければならな

い。 



 （高額障害児施設給付費の給付の申請） 

第14条の４ 省令第25条の17第１項に規定する申請書は、別に定

める様式による高額障害児施設給付費支給申請書によらなけ

ればならない。 

 （指定知的障害児施設等の指定） 

第14条の５ 法第24条の９第１項（法第24条の10第４項におい

て準用する場合を含む。）に規定する申請は、別に定める様式

による障害児施設支援指定申請書により行わなければならな

い。 

 （変更の届出） 

第14条の６ 法第24条の13の規定による届出は、別に定める様式

による変更届出書により行わなければならない。 

 （指定知的障害児施設等の指定辞退の届出） 

第14条の７ 法第24条の14の規定による指定の辞退は、別に定め

る様式による指定辞退届出書により行わなければならない。 

（児童と同居している旨の届出） 

第15条 法第30条第１項の規定による届出は、児童同居届（様式

第20号）により行わなければならない。 

（児童と同居している旨の届出） 

第15条 法第30条第１項の規定による届出は、別に定める様式に

よる児童同居届により行わなければならない。 

（児童との同居をとりやめた旨の届出） 

第16条 法第30条第２項の規定による届出は、児童同居とりやめ

届（様式第21号）により行わなければならない。 

（児童との同居をとりやめた旨の届出） 

第16条 法第30条第２項の規定による届出は、別に定める様式に

よる児童同居とりやめ届により行わなければならない。 

 （負担金の額の変更） 

第25条 ［略］ 

２ 前項の規定に基づく２項負担金又は４項負担金の額の変更

を受けようとする者は、負担金額変更申請書（様式第24号）を、

所管する局長（法第21条の５に規定する措置に要する費用に係

る４項負担金の変更の場合にあっては所管保健所長、法第27条

第１項第３号及び第２項に規定する措置に要する費用に係る

２項負担金の変更の場合にあっては福祉総合相談センター所

長又は所管児童相談所長）に提出しなければならない。 

 （負担金の額の変更） 

第25条 ［略］ 

２ 前項の規定に基づく２項負担金又は４項負担金の額の変更

を受けようとする者は、別に定める様式による負担金額変更申

請書を、所管する局長（法第21条の５に規定する措置に要する

費用に係る４項負担金の変更の場合にあっては所管保健所長、

法第27条第１項第３号及び第２項に規定する措置に要する費

用に係る２項負担金の変更の場合にあっては福祉総合相談セ

ンター所長又は所管児童相談所長）に提出しなければならな

い。 

（徴収の猶予） 

第26条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の規定に基づく徴収の猶予を受けようとする者は徴

収猶予申請書（様式第25号）を、前項の規定に基づく徴収の猶

予の期間の延長を受けようとする者は徴収猶予期間延長申請

書（様式第26号）を所管広域振興局長等に提出しなければなら

ない。 

４ ［略］ 

（徴収の猶予） 

第26条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の規定に基づく徴収の猶予を受けようとする者は別

に定める様式による徴収猶予申請書を、前項の規定に基づく徴

収の猶予の期間の延長を受けようとする者は別に定める様式

による徴収猶予期間延長申請書を所管広域振興局長等に提出

しなければならない。 

４ ［略］ 
備考 改正部分は、下線の部分である。 



様式第１号から様式第 26 号までを削る。 

   附 則 

１ この規則は、平成 18 年 10 月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の児童福祉法施行細則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、

同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。 
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